
　料金改定案

料金改定（第1回目 令和7年10月） 料金改定（第2回目　令和8年10月）

・ 家事用の基本料金に144円増額する。（8㎥×18円＝144円） ・ 家事用の基本料金に120円増額する。（8㎥×15円＝120円）

・ 営業用及び団体用の基本料金に180円増額する。（10㎥×18円＝180円） ・ 営業用及び団体用の基本料金に150円増額する。（10㎥×15円＝150円）

・ 臨時用（臨時給水栓）の基本料金に90円増額する。（5㎥×18円＝90円） ・ 臨時用（臨時給水栓）の基本料金に75円増額する。（5㎥×15円＝75円）

・ 各階層の1㎥当たり増加額を定額とすることで、全階層へ公平な負担とする。 ・ 各階層の1㎥当たり増加額を定額とすることで、全階層へ公平な負担とする。

（1㎥当たり増額＝18円/㎥） （1㎥当たり増額＝15円/㎥）
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※共同用差額水道料金とは、共同住宅等の親メーター水量と子メーター水量との差額水量のこと。 ※共同用差額水道料金とは、共同住宅等の親メーター水量と子メーター水量との差額水量のこと。
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ても戸数とみなす。
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